
災害支援ナースのロゴマーク 使用基準 

 

1.目的 

日本看護協会（以下、本会という。）は、災害支援ナース及びその活動が広く認識され、より効果的

な支援活動を行うことを目的として、災害支援ナースのロゴマーク（以下、ロゴマークという。）を作

成しました。この基準は、ロゴマークの使用に関して、適切な使用を確保し、また災害支援ナースの活

動を推進するために、遵守していただく基準を定めたものです。なお、災害支援ナースとは、本会と都

道府県看護協会（以下、県協会という。）との連携により被災地に派遣される看護者のことをいいます。 

 

2.使用範囲 

本会は、ロゴマークの使用範囲について以下のとおり定めます。その他の使用については、別途検討

しますので、本会へご連絡ください。 

1）災害支援ナースが身につけるものに貼付する。 

2）活動場所、活動及び移動時の車両等に掲示する。 

 3）災害看護研修、災害支援ナースの活動報告会における資料等に印刷する。 

 4）その他、災害支援ナースに関連する活動に使用する。 

 

3.使用申請 

ロゴマークの著作権は本会にあります。ロゴマークを使用する場合は、事前に「日本看護協会 災害

支援ナースのロゴマーク使用承認申請書」（様式 1）を本会へ提出してください。申請書を提出する際は、

ロゴマークの使用に関する企画書を添付してください。 

下記の場合には申請を不要とします。 

 1）本会が使用する場合 

2）県協会が使用する場合 

 

4.使用承認 

 本会は、提出された申請書を審査の上、使用を承認するものについては、「日本看護協会 災害支援

ナースのロゴマークの使用承認書（以下承認書）」（様式 2）を発行します。なお、その際、条件を付す

ことがあります。その場合には条件に従ってロゴマークを使用してください。 

 

5.使用報告 

 ロゴマークを使用した物件を使用、あるいは製作した場合は、「日本看護協会 災害支援ナースのロ

ゴマーク使用報告書」（様式 3）を速やかに本会へ提出してください。なお、県協会がロゴマークを使用

した際も、「日本看護協会 災害支援ナースのロゴマーク使用報告書」（様式 3）を本会へ提出してくだ

さい。 

 

6.規格 

 本会は、ロゴマークの規格について以下のとおり定めます。 



 1）構成 

災害支援ナースのロゴマークは、ロゴ部とマーク部よりなります。 

 2）ロゴマークの色 

ロゴマークの色は紺色（TOYO88 CF0434）とし、内部の背景は白色とします。 

3）ロゴマークの書体 

書体は JTCウイン R10とします。 

 4）ロゴマークのサイズ 

   ロゴマークのサイズは以下に定めたとおりです。 

 （1）規格 A：楕円の長径は 30ｍｍ、短径は 24ｍｍとします。 

 （2）規格 B：楕円の長径は 80ｍｍ、短径は 64ｍｍとします。 

 （3）規格 C：楕円の長径は 225ｍｍ、短径は 180ｍｍとします。 

 （4）規格 D：楕円の長径は 800ｍｍ、短径は 640ｍｍとします。 

 

7.使用方法 

 ロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守してください。 

 1）ロゴマークについては、本会が提供する清刷をもとに使用してください。 

2）定められた規格（規格 A～D）に従って使用してください。規格からデザインを選択使用し、ロゴ

マークの変形、拡大や縮小、また指定外の配色をすることはできません。また、4）の場合を除き、

ロゴマークの分解、組み替え、デザイン及び色調等の加工はできません。 

 3）ロゴ部とマーク部は個別に表示せず、ロゴマークとして一体で表示してください。 

 4）各県協会がロゴマークを使用する場合は、上縁のロゴ部を当該県協会名に差し替えて使用してく

ださい。その際、上縁のロゴ部の書体、文字の大きさ、及び配色等をオリジナル・デザインから

改変することはできません。また、上縁のロゴ部以外を変形、加工することはできません。 

 5）災害支援ナース、あるいは災害支援ナースの活動の広報に寄与するために使用してください。 

 6）本会で承認された場合を除き、営利目的、販売目的での使用はできません。 

 7）使用にあたっては、本会、県協会及び災害支援ナースの品位と信用を傷つけることがないように

してください。 

 8）ロゴマークを使用できる例を次に示します。次項の留意点とあわせ適切な使用をお願いします。 

 （1）規格 A：災害支援ナースの名札、災害看護研修及び報告書等の資料 

 （2）規格 B：災害支援ナースが活動時に着用する腕章及び帽子等 

 （3）規格 C：災害支援ナースが活動時に着用するジャンパー等 

 （4）規格 D：被災地等における災害支援ナース活動場所（救護所、集合・引継ぎ場所等）の看板、 

災害支援ナースが使用する車両に掲示する旗等 

 9）インターネットのホームページでのロゴマークの使用はできません。 

 

8.清刷の使用及び管理方法 

1）ロゴマークを使用する物件を作製する際は、本会から提供される清刷をもとに使用してください。

清刷をご希望の方は本会へお申し出ください。また、清刷は使用後本会に返却するものとします。 



2）清刷の保存形式及び解像度は、提供された状態を維持し、他の保存形式に変更したり、解像度を

低下させたりしないでください。 

3）本会から提供された清刷の保護及び漏洩防止のため、適切な管理を行ってください。 

4）外部の業者に清刷を提供する場合、上記 2）～3）が遵守されるよう配慮してください。 

 

9.承認の取り消し 

 使用承認時に付した条件に違反してロゴマークを使用した場合、または、この使用基準を遵守せずに

使用した場合等については、ロゴマークの使用承認を取り消します。また、必要な場合には使用物件の

回収を求める等の厳重な措置を取るものとします。 

 

10.無断使用 

 本会の承認を受けないでロゴマークが使用された場合、使用物件の回収を求める等の厳重な措置を取

るものとします。 

 

11.使用基準遵守の義務 

 ロゴマークを使用するものは、信義に従い、誠実にこの使用基準を遵守しなければならないものとし

ます。 

 

12.使用に起因する問題 

ロゴマークの使用に起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに本会に報告するとともに、速

やかに責任を持って対処しなければならないものとし、本会は一切の責任を負いません。 

 

13.係争に発展した場合 

 この使用基準に定めのない事項及びこの使用基準に関して生じた疑義については、本会と使用者が協

議して定めるものとします。 

 

14.連絡窓口 

 ロゴマークの使用について不明な点がございましたら、日本看護協会 看護開発部までご連絡くださ

い。 

 

 

附則 

 

1.この使用基準は、平成 18年 11月 1日から適用するものとします。 



（様式 1） 

日本看護協会  

災害支援ナースのロゴマーク使用承認申請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

日本看護協会 

会長 坂本 すが 様 

 

使用者   所在地 

 

                     名称 

 

代表者名             印 

 

 

災害支援ナースのロゴマークを下記のとおり使用したいので、申請します。 

 

記 

 

1.使用目的 

 

2.使用方法（名称・形態・使用個数等） 

 

3.災害支援ナースのロゴマークを使用した物件の製作日（予定）：平成  年  月  日 

 

4.添付書類 

＊ロゴマークを使用しようとする事業に関する企画書を添付してください。 

 

5.連絡先 

 

 

 

以上 



（様式 2） 

日本看護協会  

災害支援ナースのロゴマーク使用承認書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

日本看護協会  

会長 坂本 すが 

 

 

貴方より申請のあった災害支援ナースのロゴマークの使用について許可します。 

使用の際は、別添の「日本看護協会 災害支援ナースのロゴマーク 使用基準」を遵守

してください。なお、災害支援ナースのロゴマークを使用した物件を実際に使用する者に

対しても、上記使用基準を遵守するよう徹底させてください。 

 

 

使 用 者： 

 

 

 

承 認 番 号： 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



（様式 3） 

日本看護協会  

災害支援ナースのロゴマーク使用報告書 

 

平成  年  月  日 

 

日本看護協会 

会長 坂本 すが 様 

使用者   承認番号 

 

所在地 

 

                     名称 

 

代表者名             印 

 

災害支援ナースのロゴマークを下記のとおり使用しましたので、報告します。 

 

記 

 

1.使用方法（名称・形態・使用個数等） 

 

 

2.災害支援ナースのロゴマークを使用した物件の製作日：平成  年  月  日 

 

 

3.添付書類 

 ＊ジャンパー・帽子・報告書等ロゴマークの使用状況がわかる成果品または記録写真を

添付してください。 

 

4.その他（標記ロゴマーク使用に関するご意見等がございましたら、ご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

以上 


